
保険医療機関における掲示 
患者さまへのご案内 

 

保険医療機関における掲示（施設基準等） 

当院では、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてウェブ

サイト上の掲載を行っております。 

 

1.明細書発行体制等加算                                                       

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。 

 

2.一般名処方加算                                                             

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組

みなどを実施しています。 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。 

・当院では、後発医薬品のあるお薬については、患者さまにご説明の上、特定の医薬

品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした『一般名処方』（一般的な名称

により処方箋を発行）を行う場合があります。 

・一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さまに必

要な医薬品が提供しやすくなります。 

 

3.医療情報取得加算                              

当院はマイナンバーカードによる電子資格確認を行う体制を有しております。 

質の高い診療を実施するためにマイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤

情報等十分な情報を取得し、その情報を活用して診療を行っております。 

 

4.医療 DX 推進体制整備加算                          

当院では、医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するためオンラ

イン資格確認や電子処方箋のデータ等から取得する情報を活用して診療を行っており

ます。 

 



5.歯科外来診療医療安全対策加算                        

当院では歯科医療に係る医療安全管理対策について、下記のとおり取り組んでおりま

す。 

・緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した歯科医師が常

勤しております。 

・医療安全管理、医薬品業務手順等、医療安全対策に係る指針等の策定をしておりま

す。 

・安全で安心な歯科医療環境を提供するため「AED、パルスオキシメーター、酸素、

血圧計、救急蘇生セット、歯科用吸引装置」を設置しております。 

・緊急時に対応できるよう、連携保険医療機関と連携しております。 

 

6.歯科外来診療感染対策加算                          

当院では歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の準備、十分な機器を有

し、下記のとおり院内感染防止に努めています。 

・歯科外来診療の院内感染防止対策について研修を受けた歯科医師が常勤しておりま

す。 

・院内完全防止対策について従業者への研修を実施しております。 

・口腔内で使用する歯科医療機器等について患者さまごとの交換や、専用の機器を用

いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策をしております。 

・歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を

吸引できる環境を確保しております。 

 

7.歯科疾患管理料                               

当院は継続的な管理を必要とする歯科疾患に対する治療において、口腔管理・病状が

改善した歯科疾患の再発防止・重症化の予防について評価するため月に 1 回「歯科疾

患管理料」を算定しています。 

 

8.歯科技工士連携加算 1 及び光学印象歯科技工士連携加算 / 歯科技工士連携加算 2  

当院では患者さまの補綴物製作に際し、対面または通信機器を通じて歯科技工士(所)

との連携体制を整え、迅速かつ質の高い歯科技工の提供を行っています。 

 



9.外来後発医薬品使用体制加算/後発医薬品使用体制加算              

当院では「外来後発医薬品使用体制加算」「後発医薬品使用体制加算」を算定しており

ます。 

・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。 

・医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して適切な対応がで

きる体制を整備しています。 

・医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となり可能性があること、変更があ

る場合には患者様に十分に説明します。 

 

10.外来感染対策向上加算 1                           

当院は、院内感染防止対策として、必要に応じて次のような取り組みを行っていま

す。 

・感染管理者である院長が中心となり、職員一同院内感染対策を推進します。 

・院内感染対策の基本的考え方や関連知識の習得を目的に、研修会を年 2 回実施しま

す。 

・感染性の高い疾患（インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など）が疑われる

場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。 

・標準感染予防対策を踏まえた院内感染対策マニュアルを作成し、従業員全員がそれ

に沿って院内感染対策を推進していきます。 

・感染対策に関して基幹病院と連携体制を構築し、定期的に必要な情報提供やアドバ

イスを受け、院内感染対策の向上に努めます。 


